
手話奉仕員養成講座
受講生を募集します
　日常会話程度の手話を学習します。
実技のほか、学科講義やテストが実
施されます。※この講座を受講した
だけでは、資格取得はできません。
▶�とき：(入門課程)４月10日～８
月28日までの毎週木曜日（計20
回、40時間）
　�（基礎課程）９月18日～令和８年
３月19日までの毎週木曜日（計
25回、50時間）
▶�開催時間：午後６時45分～８時
45分までの２時間
▶�ところ：玉名市文化センター３階
視聴覚室
▶�対象者：高等学校卒業以上の学力
を有し、手話通訳活動が可能な人
(定員20人)
▶受講料：無料（テキスト代別途要）
▶�申込期間：３月３日～３月31日
　※先着順
▶�申込方法：玉名市役所総合福祉課
窓口か電話での申込み
問玉名市役所総合福祉課
　☎0968・75・1121
※この講座は、聴覚障がい者の社会
参加や自立の促進に必要なコミュニ
ケーション支援を行う「手話奉仕
者」を養成することを目的として開
催されます。

熊本県シルバー囲碁・将棋
大会参加者を募集します
▶とき：囲碁の部　５月31日土
　　　　将棋の部　６月１日日
▶ところ：熊本県総合福祉センター
▶�参加資格：県内在住者で、令和８
年４月１日時点で60歳以上のア
マチュアの人
▶参加費：１人1,000円
▶募集期間：３月10日～４月18日
問（一財）熊本さわやか長寿財団
　☎096・354・3083
※役場福祉課、支所地域振興課にも
申込用のリーフレットを置いていま
す。

こころの病を抱える人・家族の
公開学習研修会を開催します
▶とき：３月15日土　
　午後２時～
▶�ところ：玉名市民会館会議棟第２
会議室
▶�演題：作業療法士が教える街でイ
キイキと暮らすヒント～障がいが
あっても、何歳になっても、やり
たいことが出来る暮らし～
▶参加料：無料
問NPO法人
　玉名きぼうの家
　☎0968・74・0890

リサイクル体験受講者を
募集します
▶とき：３月19日水
　午前９時30分～正午
▶�ところ：クリーンパークファイブ
２階体験教室
▶�内容：布で「チューリップ」を作
ろう
▶�定員：10人（応募多数の場合抽
選）
▶講師：花の会
▶�準備物：布切りハサミ、紙切りハ
サミ、手拭きタオル、材料費500
円
▶申込：電話での申込み
▶受付期間：３月３日月～13日木
　�午前９時～午後４時（最終日は、
午後３時まで、日曜日も電話受付
可能です）
問クリーンパークファイブ
　☎0968・78・4433

３月17日から南関料金所は
ETC専用料金所となります
　３月17日月以降、南関料金所
では、ETCが使えない状態の車両
（ETC車載器を搭載していない車
両やETCカード未挿入の車両等）
はご利用できません。ETCが使え
ない状態の車両で、誤ってETC専
用料金所を利用した場合は、後退・
転回せずに、「サポート」又は「ETC
／サポート」と表示されたレーンに
進み、一旦停止してインターホン等
による係員の指示に従ってください。
※「一般レーン」が新たに「サポー
トレーン」に変わります。
※菊水料金所は変更ありません。
ETCが使えない状態の車両でも利
用できます。
問NEXCO西日本お客さまセンター
（年中無休・24時間）
　☎0120・924・863

マイナンバーカード申請受付の
予約制時間外窓口を開設します
▶とき：３月13日木、27日木
　午後７時まで
　�３月23日日
　午前９時～正午まで
▶受付業務：
　�・マイナンバーカードの受け取り
（交付通知書が届いている人）
　・マイナンバーカードの申請受付
　・マイナンバーカードの更新
▶ところ：
　菊水区域の方：本庁住民環境課
　三加和区域の方：支所地域振興課
▶予約電話番号：
　☎0968・86・5727（住民環境課）
　☎0968・34・3111（地域振興課）
※窓口の混雑を防ぐため、事前予約
制としています。当日必要なものに
ついては予約の際にお尋ねください。
※事前予約のない日については、開
設していません。

玉名きぼうの家
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旅客運賃の割引が
開始されます
　４月１日から、精神障害者保健福
祉手帳をお持ちの人に対し、旅客鉄
道株式会社等（JR等）の旅客運賃
の割引が開始されます。
▶�介護者の人と一緒にご利用になる
場合
　�※割引となる介護者の人は、１人
です。

対象者 対象となる
乗車券類

割
引
率

第１種精神障
害者の人と
介護者の人

・普通乗車券、
回数乗車券、普
通急行券、定期
乗車券（小児定
期乗車券を除き
ます。）

５
割

12歳未満の
第２種精神障
害者の人と
介護者の人

・定期乗車券
（小児定期乗車
券を除きます。）

５
割

▶�手帳をお持ちの人が、お１人でご
利用になる場合
　�※片道の乗車距離が100キロを超
える場合に限られます。

対象者 対象となる
乗車券類

割
引
率

・第１種精神
障害者の人
・第２種精神
障害者の人

・普通乗車券
５
割

▶障害程度区分について
　①�第１種精神障害者：障害等級１
級の人

　②�第２種精神障害者：障害等級１
級以外の人

　現在お持ちの精神障害者保健福祉
手帳に、障害程度の区分を明記する
必要がありますので、割引適用を受
けたい人は、本庁福祉課または支所
地域振興課まで、ご来庁いただきま
すようお願いします。
問福祉課　福祉係
　☎0968・86・5724

「田んぼダム」の
取り組みを紹介しています
　「田んぼダム」とは、水田がもと
もと持つ水を貯める機能を利用し、
大雨が降った際に一時的に雨水を水
田に貯めることで、下流の洪水被害
を軽減する取組みです。
　熊本県においては、身近な地域や
下流域のために、地域全体で実施す
る「田んぼダム」を推進しています。
　下のQRコードを読み込んでいた
だくと、熊本県が実施している田ん
ぼダムの取り組みが掲載されており
ますので、ぜひご覧ください。
問和水町役場　農林振興課
　☎0968・34・3111

母子手帳交付の受付を
行っています
▶受付場所：本庁　保健子ども課
▶受付日時：毎週金曜日
　①午前９時30分～
　②午前10時30分～
　�（日程のご都合がつかない方は、
ご相談ください。）

▶�予約方法：右記のQRコー
ドまたは電話での予約
▶持ってくるもの
　�①妊婦本人のマイナンバーなど個
人番号が分かるもの
　�②交付届出人（妊婦など）の本人
確認ができる顔写真付きの身分証
明書（マイナンバーカード、運転
免許証など）
　�③妊婦本人の通帳またはキャッ
シュカード
　④印鑑
　�⑤妊娠届出書など、妊娠の証明が
できる書類
　�⑥上のお子様の母子健康手帳（※
第２子以降の方のみ）
▶その他
　�　保健・栄養指導を１時間程度実
施しますので、時間に余裕をもっ
ておいでください。
問保健子ども課　子ども家庭係
　☎0968・86・5730

スポーツ安全保険に
加入しましょう
　スポーツ安全保険の令和７年度加
入受付が３月から始まります。
　「小さな掛金・大きな補償」を合
言葉に、活動中の万一のケガや賠償
責任に備え、スポーツ活動、文化活
動、ボランティア活動、地域活動、
レクレーション活動など、４名以上
のアマチュア団体・グループが御加
入いただけます。
　手続きはインターネット（スポあ
んネット）で簡単、便利に御加入い
ただけます。
　保険の詳しい内容、資料の請求
は、ホームページをご覧ください。
問スポーツ安全協会熊本県支部
　☎0570・087109（固定電話）
　�☎03・5510・0033（携帯電話等）

盛土規制法の運用が
始まります
◎盛土等による災害から人命を守る
ために、県全域を原則規制区域に指
定します。
◎令和７年４月１日（予定）から新
たに、規制区域内で、一定規模以上
の盛土・切土工事や、土砂の仮置き
をする場合、事前に許可・届出が必
要です。
◎盛土等が行われた土地の所有者等
は、その土地を安全な状態に維持す
る必要があります。土地の安全管理
に努めてください。
※土地の所有者等：土地の所有者、
管理者、占有者を指します。

■現在着手している工事の手続き
は？
　運用開始前に造成工事に着手し、
運用開始以降も継続して行う盛土・
切土工事や土砂の仮置きは、令和７
年４月１日（予定）から令和７年４
月22日（予定）までの間に、工事
内容の届出が必要です。
問熊本県建築課
　☎096・333・2542
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